
1 ■
2 ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■
7 ■
8 ■
9 ■
10 ■
11 ■ ■ ■ ■
12
13
14
15

事務作業全般
事務作業全般
事務作業全般
事務作業全般
事務作業全般
事務作業全般
事務作業全般

不動産鑑定評価の課税資料への反映
標準宅地選定作業

用途地区・状況類似地域・標準宅地の見直し
路線価の算定
納品・検収
妥当性等の確認・価格等の決定
課税資料等への反映

2月 3月6月

検討
伝票処理・契約事務
庁外調整・会議
事務作業全般

11

月

12

月
1月7月

令和9年度評価替えに向けた状況類似地域の区分や標準宅地の選定、価格形成要因の調査

を行い、土地評価調書を作成する業務です。

委託業務の確認・検討
契約
委託業者との打ち合わせ・情報共有
資料の提供

8月 9月
10

月
4月 5月

土地評価調書作成業務

資産税課市民部



地方税法

あり



1 ■ ■ ■
2 ■ ■
3 ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■
6 ■ ■
7 ■ ■ ■ ■ ■
8
9
10
11
12
13
14
15

課税資料等への反映 事務作業全般

資料の提供 事務作業全般
納品・検収 事務作業全般
妥当性の確認・価格等の決定 事務作業全般

委託業者との打ち合わせ・情報共有 庁外調整・会議

9月
10

月

11

月

鑑定委託の確認・検討 検討
契約 伝票処理・契約事務

地価下落に伴う時点修正率の算定や標準宅地の価格を算定する業務、審査申出に対して、

当該固定資産の価格を算定する業務及び評価算定基準解説書の資料を作成する業務です。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

固定資産鑑定評価業務

市民部 資産税課



あり

地方税法



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7 ■ ■ ■ ■ ■
8 ■ ■ ■ ■ ■
9 ■ ■
10 ■ ■ ■
11 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
12 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
13 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
14 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
15 ■ ■ ■ ■ ■

航空写真の庁内関係課への提供 事務作業全般
状況類似地域・主要な街路・標準宅地・調査結果資料のシステムへの反映 事務作業全般
不動産鑑定評価の課税資料への反映 事務作業全般

航空写真のシステムへの反映 事務作業全般
航空写真の評価事務への反映 事務作業全般
航空写真の現地調査等への利用 事務作業全般

鑑定結果等を反映した課税データの作成 事務作業全般
航空写真共同入手事業関係団体との調整 庁外調整・会議
航空写真の撮影・検品 事務作業全般

分合筆調査用図面作成 事務作業全般
分合筆実地調査 現場調査・訪問
路線価格（時点修正）の算定 事務作業全般

登記情報を土地課税台帳に反映 事務作業全般

9月
10

月

11

月

固定資産評価システム契約（5年に1回） 事務作業全般
測量図により地番図データを修正 事務作業全般

課税事務のために必要な、航空写真の撮影、状況類似地域・主要な街路・標準宅地の見直

し結果、分合筆登記等を固定資産評価システムに反映し、ソフトウェア及び周辺機器を活

用し、調査資料を作成する業務です。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

土地課税資料調査収集業務

市民部 資産税課



あり

地方税法



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
10
11
12
13
14
15

家屋課税資料調査業務

市民部 資産税課

新築家屋や増築家屋等の評価額を算出するため、家屋評価システムに係るシステムや周辺

機器を活用し、課税資料を作成します。

３年ごとの評価替えに向けた課税見直しの研究を行います。

国のシステム標準化の動向を踏まえ、適宜家屋評価システムなどの見直しを図ります。

業務改善につながる電子連携（例：建築確認情報や登記済通知情報及び土地情報と課税シ

ステム及び評価システムとの電子連携など）については、課税資料作成の最優先事項とし

て積極的に検討及び推進を図ります。

今後のDX推進を見通した紙台帳保管スペースの削減、業務の効率化を目的として、現在の

紙台帳の試行的電子化の推進を図ります。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

登記済通知情報の整理・連係 事務作業全般

9月
10

月

11

月

家屋評価システム契約（5年に1回） 事務作業全般
家屋調査 現場調査・訪問

システム入力 事務作業全般
課税システム連携 事務作業全般
職員のスキルアップ研修 職員向け研修
評価替え対応（市独自評点検討含む） 事務作業全般
台帳電子化（試行的）の推進 事務作業全般
土地・家屋の評価情報システム連携 事務作業全般



あり

・地方税法



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■
5 ■ ■ ■
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

償却資産課税資料調査収集事務

市民部 資産税課

市内で事業等を行っている償却資産対象者の把握を行うとともに、申告内容を確認し申告

の指導を行うものです。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

償却資産申告勧奨及び課税調査業務 現場調査・税務署調査

9月
10

月

11

月

償却資産対象者の把握 事務作業全般
償却資産申告書に基づく課税処理 申請等受付

償却資産申告書等の発注 伝票処理・契約事務
償却資産申告書発送事務 申告書発送



あり

・地方税法

(固定資産税の納税義務者等)

第343条 固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の

目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とす

る。)に課する。

２ 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充

課税台帳に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律

第２条第２項の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録がさ

れている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録がされている個人が賦課期日前

に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録がされている法人が同日前に消滅してい

るとき、又は所有者として登記されている第348条第１項の者が同日前に所有者でなくなつていると

きは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。

３ 第1項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者

をいう。

４～１０ 略

(固定資産の申告)

第383条 固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者(第389条第１項の規定によつて道府県知事

若しくは総務大臣が評価すべき償却資産又は第742条第１項若しくは第３項の規定によつて道府県知

事が指定した償却資産の所有者を除く。)は、総務省令の定めるところによつて、毎年１月１日現在

における当該償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価

額その他償却資産課税台帳の登録及び当該償却資産の価格の決定に必要な事項を１月３１日までに

当該償却資産の所在地の市町村⾧に申告しなければならない。

・茅ヶ崎市市税条例

(固定資産税の納税義務者等)

第33条 固定資産税は、固定資産に対しその所有者(質権又は100年より永い存続期間の定めのある

地上権の目的である土地についてはその質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様

とする。)に課する。

2 前項の所有者とは、法第343条の規定による所有者をいう。

3 家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他施行規則第10条の2の15で定めるものを

含む。)であって、家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、か

つ、当該家屋に付合したことにより家屋の所有者が所有することとなったもの(以下この項において

「特定附帯設備」という。)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産で

ある場合に限り、当該取り付けた者をもって第1項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋

に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課する。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■
4 ■
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

固定資産税の価格の決定事務

市民部 資産税課

固定資産税の賦課（１月１日）のため課税資料の調査及び収集を行い価格の決定をしま

す。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

交付金法に基づく請求事務 事務作業全般

9月
10

月

11

月

登記申請等に基づく事務作業 事務作業全般
資料・現場調査 現場調査・訪問

価格の決定の告示 事務作業全般



あり

・地方税法

(固定資産の価格等の決定等)

第410条 市町村⾧は、前条第４項に規定する評価調書を受理した場合においては、これに基づいて固定資産の価格等を毎

年３月３１日までに決定しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、４月１日以後に決定

することができる。

２ 市町村⾧は、前項の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合においては、遅滞なく、総務省令で定めるところに

より、地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面を一般の閲覧に供しなければならない。

(固定資産の価格等の登録)

第411条 市町村⾧は、前条第１項の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合においては、直ちに当該固定資産の価

格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。

２ 市町村⾧は、前項の規定によつて固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した場合において

は、直ちに、その旨を公示しなければならない。

３ 第２年度又は第３年度において基準年度の土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準について基準年度の価格

による場合にあつては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている基準年度の価格をもつて第２年度又は第３年

度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された価格とみなし、第３年度において基準年度の土地若しくは家屋

又は第２年度の土地若しくは家屋に対して課する固定資産税の課税標準について比準価格による場合にあつては、土地課税

台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている当該比準価格をもつて第３年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に

登録された比準価格とみなす。

・国有資産等所在市町村交付金法

(台帳価格等の通知)

第7条 各省各庁の⾧又は地方公共団体の⾧は、当該各省各庁の⾧が管理し、又は当該地方公共団体が所有する固定資産のう

ち第2条の規定によつて市町村交付金を交付すべきものについて、総務省令で定めるところにより、前年の3月31日現在にお

いて国有財産台帳等に記載され、又は記録された当該固定資産の価格その他交付金額の算定に関し必要な事項を前年の11月

30日までに当該固定資産の所在地の市町村⾧に通知するものとする。ただし、前年前に通知した事項に異動がないものにつ

いては、この限りでない。

(価格の修正の申出等)

第9条 市町村⾧は、当該市町村内に所在する各省各庁の⾧が管理し、又は地方公共団体が所有する固定資産で第2条の規定

によつて市町村交付金を交付されるべきものについては、国有財産台帳等に価格が記載され若しくは記録されていないもの

がある場合又は国有財産台帳等に記載され若しくは記録された当該固定資産の価格若しくは前条の規定による通知に係る当

該固定資産の価格が当該固定資産に類似する固定資産で固定資産税を課されるものに係る固定資産税の課税標準の基礎とな

るべき価格と著しく異なると認める場合においては、前年の12月31日までに、当該固定資産を管理する各省各庁の⾧又は当

該固定資産を所有する地方公共団体の⾧に対して、その理由をつけて、交付金算定標準額の基礎とすべき価格として当該固

定資産の価格を通知し、又は国有財産台帳等に記載され若しくは記録された当該固定資産の価格と異なる価格若しくは前条

の規定による通知に係る固定資産の価格を修正した価格を交付金算定標準額の基礎とすべき価格として通知すべき旨を申し

出ることができる。

(交付金の請求)

第11条 市町村⾧は、総務省令で定めるところにより、国が所有する固定資産については当該固定資産を管理する各省各庁

の⾧に、地方公共団体が所有する固定資産については当該固定資産を所有する地方公共団体の⾧に対して、毎年4月30日ま

でに、交付金交付請求書を送付するものとする。

２ 前項の交付金交付請求書には、総務省令で定める様式により、固定資産の価格、当該固定資産に係る交付金算定標準額

及び交付金額その他必要な事項を記載しなければならない。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■
3 ■ ■
4 ■ ■ ■ ■
5 ■ ■
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

固定資産税・都市計画税の納税通知書等の発送事務

市民部 資産税課

法務局からの通知等に基づき、1月1日（賦課期日）現在の所有者に対して固定資産税・都

市計画税の課税を行い、納税通知書を送付するものです。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

納税通知書等の返戻調査 現場調査・訪問

9月
10

月

11

月

納税義務者の異動処理 事務作業全般
納税通知書等の発送 通知等発送

納税通知書等の発注 伝票処理・契約事務
納税通知書等の封入封緘 伝票処理・契約事務



あり

・地方税法

(固定資産税の納税義務者等)

第343条 固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定めのある

地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税に

ついて同様とする。)に課する。

２ 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは

家屋補充課税台帳に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所

有等に関する法律第２条第２項の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とす

る。)として登記又は登録がされている者をいう。この場合において、所有者として登記又

は登録がされている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又

は登録がされている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている

第348条第１項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又

は家屋を現に所有している者をいうものとする。

３ 第1項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録さ

れている者をいう。

４～１０ 略

・茅ヶ崎市市税条例

(固定資産税の納税義務者等)

第33条 固定資産税は、固定資産に対しその所有者(質権又は100年より永い存続期間の定

めのある地上権の目的である土地についてはその質権者又は地上権者とする。以下固定資

産税について同様とする。)に課する。

2 前項の所有者とは、法第343条の規定による所有者をいう。

3 家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他施行規則第10条の2の15で定

めるものを含む。)であって、家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付け

たものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより家屋の所有者が所有することとなっ

たもの(以下この項において「特定附帯設備」という。)については、当該取り付けた者の

事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもって第1項

の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなし

て固定資産税を課する。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

評価額及び還付金等の通知 事務作業全般

9月
10

月

11

月

納税義務者からの申出等に基づく調査 事務作業全般
評価額及び還付金等の計算 事務作業全般

地方税法の規定により還付出来ない年度以前のものについて、茅ヶ崎市固定資産税過誤納

金補填金支払要綱に基づき、補填金を支払います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

その他市税還付金及び還付加算金事務

市民部 資産税課



なし

・茅ヶ崎市固定資産税過誤納金補填金支払要綱



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■
4 ■ ■ ■ ■
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

固定資産税・都市計画税及び特別土地保有税の課税台帳の管理事務

市民部 資産税課

地方税法に基づき課税台帳を作成するとともに、納税義務者等の申請に基づき証明書の発

行や、概要調書の作成を行うものです。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 相談・問合せ対応

9月
10

月

11

月

固定資産税・都市計画税及び特別土地保有税の課税台帳の管理 事務作業全般
固定資産税証明・課税台帳の閲覧・発行事務 事務作業全般

固定資産税・都市計画税及び特別土地保有税の概要調書の作成 統計調査・集計



あり

・地方税法

(固定資産課税台帳等の備付け)

第380条 市町村は、固定資産の状況及び固定資産税の課税標準である固定資産の価格を明らかにするため、固定資産課税

台帳を備えなければならない。

２ 市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の固定資産課税台帳の全部又は一部の備付けを電磁的記録(電子的方

式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報

処理の用に供されるものをいう。以下本節において同じ。)の備付けをもつて行うことができる。

３ 市町村は、第一項の固定資産課税台帳のほか、当該市町村の条例の定めるところによつて、地籍図、土地使用図、土壌

分類図、家屋見取図、固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関して必要な資料を備えて逐次これを整えなければなら

ない。

(固定資産課税台帳の閲覧)

第382条の2 市町村⾧は、納税義務者その他の政令で定める者の求めに応じ、固定資産課税台帳のうちこれらの者に係る固

定資産として政令で定めるものに関する事項(総務省令で定める事項を除く。以下この項において同じ。)が記載(当該固定資

産課税台帳の備付けが第380条第2項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合には、記録。次項、次条及

び第394条において同じ。)をされている部分又はその写し(当該固定資産課税台帳の備付けが第380条第2項の規定により電

磁的記録の備付けをもつて行われている場合には、当該固定資産課税台帳に記録をされている事項を記載した書類。次項及

び第387条第3項において同じ。)をこれらの者の閲覧に供しなければならない。

２ 市町村⾧は、前項の規定により固定資産課税台帳又はその写しを閲覧に供する場合には、固定資産課税台帳に記載をさ

れている事項を映像面に表示して閲覧に供することができる。

(固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明書の交付)

第382条の3 市町村⾧は、第20条の10の規定によるもののほか、政令で定める者の請求があつたときは、これらの者に係る

固定資産として政令で定めるものに関して固定資産課税台帳に記載をされている事項のうち政令で定めるものについての証

明書を交付しなければならない。

(土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧)

第416条 市町村⾧は、固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る土地又は家屋について土地課

税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された価格と当該土地又は家屋が所在する市町村内の他の土地又は家屋の価格とを比較

することができるよう、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、

その指定する場所において、土地価格等縦覧帳簿又はその写し(当該土地価格等縦覧帳簿の作成が前条第2項の規定により電

磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、当該土地価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。

次項において同じ。)を当該市町村内に所在する土地に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供し、かつ、家屋価格等縦

覧帳簿又はその写し(当該家屋価格等縦覧帳簿の作成が前条第2項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合

にあつては、当該家屋価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在

する家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合に

おいては、4月2日以後の日から、当該日から20日を経過した日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日

までの間を縦覧期間とすることができる。

２ 市町村⾧は、前項の規定により土地価格等縦覧帳簿若しくはその写し又は家屋価格等縦覧帳簿若しくはその写しを当該

市町村内に所在する土地又は家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供する場合においては、土地価格等縦覧帳簿

又は家屋価格等縦覧帳簿に記載(当該土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成が前条第2項の規定により電磁的記

録の作成をもつて行われている場合にあつては、記録)をされている事項を映像面に表示して縦覧に供することができる。

３ 市町村⾧は、第1項の縦覧の場所及び期間を、あらかじめ、公示しなければならない。

(道府県知事に対する固定資産の価格等の概要調書の送付)

第418条 市町村⾧は、第410条第１項の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合又は第389条第２項の規定によつて

固定資産の価格等を登録した場合においては、総務省令の定めるところによつて、その結果の概要調書を作成し、毎年４月

中に、これを道府県知事に送付しなければならない。ただし、第410条第１項ただし書の規定により4月１日以後に決定した

場合にあつては、その決定した日から１月以内に送付しなければならない。



1 ■
2 ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
8
9
10
11
12
13
14
15

地籍図の提供 証明発行

地籍図資料の委託業者への貸出・検収 事務作業全般
地籍図の検品 事務作業全般
地籍図の設置 事務作業全般

地籍図資料の収集・整理 事務作業全般

9月
10

月

11

月

委託業務の確認・検討 検討
契約 伝票処理・契約事務

登記済通知情報等に基づき、賦課期日の地籍図を作成する業務です。

地籍図はマイラー原紙で作成していますが、マイラー原紙の加除修正作業を行う職人の高

齢化及び減少が今後見込まれるため、保管スペースの縮小、窓口業務の効率化が図れる電

子データ化の検討を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

地籍図整備業務

市民部 資産税課



あり

・地方税法

(固定資産課税台帳等の備付け)

第380条 市町村は、固定資産の状況及び固定資産税の課税標準である固定資産の価格を

明らかにするため、固定資産課税台帳を備えなければならない。

２ 市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の固定資産課税台帳の全部又は一部

の備付けを電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識すること

ができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

をいう。以下本節において同じ。)の備付けをもつて行うことができる。

３ 市町村は、第1項の固定資産課税台帳のほか、当該市町村の条例の定めるところによ

つて、地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図、固定資産売買記録簿その他固定資

産の評価に関して必要な資料を備えて逐次これを整えなければならない。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■
3 ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

被災者生活再建支援業務

市民部 資産税課

大規模災害時及び通常時に、被災者の生活再建支援を目的として、迅速かつ効率的に罹災

証明書の発行を行います。

令和3年度に導入したシステムを最大限に活用しながら、実地研修や訓練の実施、人員体

制の確保及び関係団体との調整など、より実践的かつ効果的な運用や体制の検討を行いま

す。

今後の国のDX推進化（クラウド型被災者支援システムなど）の動向を注視し、また、庁内

連携を効果的に行うことができるよう調整や検討を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

税3課研修及び訓練（大規模災害時） 職員向け研修

9月
10

月

11

月

システム契約（5年に1回） 事務作業全般
税3課の検討（大規模災害時） 庁内調整・会議

受付、調査、発行（通常時） 事務作業全般
実践的かつ効果的な運用や体制の検討 検討



あり

・被災者生活再建支援法

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

一 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現

象により生ずる被害をいう。

二 被災世帯 政令で定める自然災害により被害を受けた世帯であって次に掲げるものを

いう。

イ 当該自然災害によりその居住する住宅が全壊した世帯

ロ 当該自然災害により、その居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被

害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住す

るために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由

により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯

ニ 当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって

構造耐力上主要な部分として政令で定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ

当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(ロ及びハに掲げる世帯を除く。次

条において「大規模半壊世帯」という。)

・災害対策基本法

第九十条の二 市町村⾧は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該

災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村⾧が定め

る種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面(次項において

「罹災証明書」という。)を交付しなければならない。

２ 市町村⾧は、災害の発生に備え、罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制の確保を

図るため、前項の規定による調査について専門的な知識及び経験を有する職員の育成、当

該市町村と他の地方公共団体又は民間の団体との連携の確保その他必要な措置を講ずるよ

う努めなければならない。


